地方創生応援税制にかかるマッチング支援サービスに関する合意書

　さいたま市（以下「甲」という。）と、株式会社○○（以下「乙」という。）は、次のとおり合意（以下「本合意」という。）する。
（目的）
第１条　乙が地方創生応援税制（以下「企業版ふるさと納税」という。）による寄附を行う見込みのある企業（以下「寄附見込企業」という。）への働きかけを行い、甲が行う地方創生事業に対する寄附の獲得を目指すものである。
（サービスの内容）
第２条　乙は、次の各号に掲げるサービス（以下「本サービス」という。）を提供する。
1 　寄附見込企業に対する「第２期さいたま市まち・ひと・しごと創生総合　　
戦略」事業の紹介
⑵　寄附見込企業の新規開拓およびさいたま市に対する寄附見込企業の紹介
⑶　寄附見込企業とのマッチング後における寄附の実施等に関する相談対応
⑷　その他前条の目的達成に必要とする事項への対応
（利用手数料等）
第３条　乙が甲に対し、甲に寄附見込企業を紹介し、甲へ寄附の入金が確認できたときには、甲は乙に対して次項に定める利用手数料を支払う。
２　利用手数料は、寄附見込企業からの寄附金額に○○パーセントを乗じ、１円未満の端数を切り捨てた額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した額とする。
３　本サービス利用開始日から令和○年３月末日までの寄附金額に対する利用手数料は、令和○年３月末日までに乙が甲に対して請求を行い、甲は令和○年４月末日までに支払いを行う。
４　前項の義務は、本合意終了後においても利用手数料の支払いが完了するまで存続するものとする。
（禁止事項）
第４条　乙は、本契約に反し、または不正の目的をもって寄附企業とのマッチングを行ってはならない。
（秘密保持等）
第５条　甲および乙は、本合意に関連して知りえたその相手方および相手方の取引先等に関するすべての秘密情報をその相手方の書面による承諾なくして、第三者に開示し、または漏らしてはならない。
２　前項の義務は、本合意終了後においても期限の定めなく存続するものとする。
３　秘密情報の開示について、次のいずれかに該当する場合は、第三者への開示には該当しないものとする。
⑴　本サービスに関連して秘密情報を必要とする自己または自己の関係会社（具体的に社名を記載）の役員もしくは従業員または自己の依頼する弁護士、公認会計士、税理士、フィナンシャルアドバイザー等の専門家に対して、合理的に必要な範囲で開示する場合。
⑵　法令または裁判所、政府機関、金融商品取引所その他受領者に対して権限を有する機関の裁判、命令、規則等により秘密情報の開示を要求され、合理的に必要な範囲で開示する場合。
（損害賠償）
第６条　甲または乙が、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。
（解除）
第７条　甲または乙は、相手方が本合意に違反したときは、書面により当該　　
違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過し　
ても、なお是正されない場合には、本合意の全部または一部を解除することができるものとする。
２　甲または乙は、民法第542条第１項各号または第2項各号の他、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なしに直ちに本合意の全部または一部を解除することができるものとする。
[bookmark: _Hlk230365845]⑴　監督官庁による営業許可取消し、停止その他行政処分があったとき
[bookmark: _Hlk230365864]⑵　支払不能もしくは支払停止または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
[bookmark: _Hlk230365901]⑶　破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
⑷　仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てがあったとき
⑸　公租公課の滞納処分を受けたとき
⑹　手形交換所の取引停止の処分を受けたとき
⑺　財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の
事由があるとき
⑻　解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
⑼　本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
⑽　その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
（反社会的勢力の排除）
第８条　甲および乙は、それぞれの相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
1 [bookmark: _Hlk230365336]　自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下、総称して「反社会的勢力」という）ではないこと。
2 [bookmark: _Hlk230365359]　自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではないこと。
3 　反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本合意を締結するものでないこと。
4 　本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア  相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ  偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
２　甲または乙の一方について、本合意の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本合意を解除することができる。
1   前項第１号または第２号に掲げる事項に反する申告をしたことが判明した場合
2   前項第３号に掲げる事項に反し、本契約を締結したことが判明した場合
3 　前項第４号に掲げる事項に反する行為をした場合
３  前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。
（権利義務の譲渡等）
第９条　甲または乙は、この契約により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。第三者に譲渡し、貸与し、または質権その他の担保の目的に供してはならない。
（合意管轄）
第１０条　甲および乙は、本合意に関する裁判上の紛争が生じたときには、被告（相手方）となる相手方の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
（協議）
第１１条　本契約に定めのない事項、または本合意の条項の解釈に関し、疑義が生じたときには、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。
（有効期間）
第１２条　本合意の有効期間は、締結日から令和○年３月３１日までとする。

〈本頁以下余白〉


本合意の成立を証するため本書２通を作成し、各自記名押印の上、各１通を保有する。

令和　　年　　月　　日


　
甲　　埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号　　　　　　　　
さいたま市　　　　　　　　　　　　　　　　　
さいたま市長　清水　勇人　　　　　　　　　　

乙　　○○県○○市○○一丁目１番１号　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 株式会社○○　　　　　　　　　
代表取締役社長　○○　○○　　　　　　　
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